
○紀の川市国民健康保険運動継続支援事業補助金交付要綱 

令和４年３月３１日 

告示第５４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、紀の川市国民健康保険被保険者が生活習慣病の重症化を予防する

ために、自身で健康の保持増進を行うことを目的とし、運動を習慣化する活動費用に

対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて紀の川市補助金等交付規則（平

成１７年紀の川市規則第４１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる対象者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） この補助金の申請時において紀の川市国民健康保険に加入している者であっ

て、国民健康保険税を滞納していない世帯に属するもの 

（２） 紀の川市国民健康保険の特定保健指導（以下「特定保健指導」という。）に

おいて当該年度中に動機付け支援若しくは積極的支援の判定が出されている者又は

紀の川市国民健康保険保健事業（以下「保健事業」という。）において生活習慣改

善の必要性があると判断された者 

（３） 特定保健指導又は保健事業において、医療専門職の面談による保健指導（以

下「保健指導」という。）を当該年度中に１回以上行った者 

（４） 運動習慣を継続する意思を有し、第４条に規定する経費を支払った者 

（５） その他、市長が特に必要と認める者 

（補助金額） 

第３条 補助金の交付は、補助対象者１人につき１回とし、３万円を上限とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費は、運動支援を業とする事業所（トレーニングジム、

エアロビクススタジオ等であって、会員にスポーツ、体⼒向上等のトレーニングの機

会を提供する事業所をいう。）に入会した際の入会金及び３箇月分の定期利用に要す

る経費とする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、紀の川市国

民健康保険運動継続支援事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）

に領収書その他の証拠書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。 

２ 前項の交付申請ができる期間は、保健指導を実施した日から１８０日以内とし、当

該経費の支払いをした日の属する年度の３月３１日までとする。 



（交付の決定） 

第６条 市長は、申請者から申請書を受理した場合は、書類の審査及び必要な調査を行

い、紀の川市国民健康保険運動継続支援事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式

第２号。以下「通知書」という。）により、申請者に通知しなければならない。 

２ 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由

等により当該年度における補助金の交付ができない場合は、速やかに通知書によりそ

の旨を申請者に通知しなければならない。 

（補助金の交付） 

第７条 補助金は、前条の規定により交付の決定を受けた者から紀の川市国民健康保険

運動継続支援事業補助金交付請求書（様式第３号）が提出された後３０日以内に交付

するものとする。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２８日告示第１７９号） 

この告示は、令和６年１月１日から施行する。 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

 


